
町の人口
平成１７年１２月1日現在

（　）＝前月比

●男　性

●女　性

●合　計

●世帯数

12,671

13,122

25,793

9,048

(＋10)

(＋29)

(＋39)

(＋17)

人

人

人

戸

国
民
健
康
保
険
税
・
・
８
期
分

町
・
県
民
税
・
・
・
・
４
期
分

1 
月
の
納
税

t
 
 
 
 
 
　

社会教育課　　☎ 934-0030

平成18年度前期聴講生を募集

　絵本は親子が一緒に楽しむことができま

す。絵本は子どもの心を育てます。

　語り合う、聞きあう、温もりあえること

ばの世界！

　一緒に楽しみましょう～！

●日時　2月7日（火）

　10：30～11：30

●場所　須恵町ボランティアセンター　３ 

　階研修室

●講師　草野　三保子さん（福岡県子育て

　アドバイザー）

●対象　０～３歳のお子さんと保護者

●定員　親子35組

●申込み受付け　１月17日(火)から受付

　(先着順・月～土の10：00～16：00の間）

●申込み・問合せ先

　子育てあそびのひろば「つくしんぼ」

　（ボランティアセンター内）

つくしんぼ  ☎ 090-2582-9398
子育てあそびのひろば

子育て講演会　
「よみきかせとわらべうた」

　平成17年１月１日から同年12月31日まで

に生まれた赤ちゃんに記念樹一本をプレゼン

トします。樹種は、オリーブやキンカンなど。

　希望の方は、２月末までに母子手帳を持っ

て歴史民俗資料館へおこしください。

歴史民俗資料館 ☎ 932-6312

自然教育林推進協議会から
　　赤ちゃんに素敵な記念樹を
　　　　　　　　　　プレゼント

クロスコネクションは禁止されています

水道課　　　　☎ 932-1151(内線235番)

　クロスコネクションとは、「水道の
給水管」と「井戸水など水道以外の管」
が、直接連結（直結）されていること
をいいます（図参照）。
　バルブを設置して、必要に応じて水
道水と井戸水などを切り替えて使用し
ている状態も、クロスコネクションに
なります。
●なぜ禁止されているの？
　水道の給水管と井戸水など水道以外
の管が直結されていると、バルブの故
障や操作不良などにより、井戸水など
が水道本管に流入することがあります。
　この水が汚染されていた場合には、
周辺の家庭では飲用に適さない危険な
水を飲んでしまうことになり、最悪の
場合、伝染病などの甚大な健康被害を
広範囲に引き起こすことも考えられま
す。
　水道水の汚染を防止し、安全性を確
保するという公衆衛生上の観点から、
クロスコネクションは水道法により固
く「禁止」されています。
●発見されたときは？
　クロスコネクションが発見されたと
きは、水道法および水道給水条例の規
定に基づき、その家庭への給水を一旦
停止することになります。

　水道の給水管から、井戸水などの管
を切り離したことが確認できるまでの
間、水道の利用はできません。
●自宅がクロスコネクションになって
　いる場合は？
　最寄りの水道工事指定店に連絡して、
すみやかに水道の給水管から井戸水な
どの管を切り離してください。切り離
しに要する費用は、各個人の負担とな
ります。
　クロスコネクションをそのまま放置
しておくと、井戸水などが水道本管に
流入するばかりではなく、反対に大量
の水道水が「井戸」に流れ込み、後日
思いもよらない莫大な水道料金が請求
されることがあります。
　この場合、水道料金の免除または減
額措置は一切ありませんので、請求金
額の全額をお支払いいただくことにな
ります。
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　須恵町が平成17年度後期から実施して

いる聴講生制度は、現在7人の聴講生が東

中学校で、英語・音楽・美術・社会などの

教科を受講中です。

　現在受講中の、聴講生代表の樋口京子さ

ん（クラス委員）から感想を寄せていただ

きましたのでご紹介します。

　「須恵町初めての試みとして 10月から
スタートした聴講生として、須恵東中学校
に通っています。ＮＨＫで紹介されたこと
もあり、町内外の方々からこの制度につい
ていろいろ尋ねられますが、とってもよい
制度ではないか
と思っています。
気軽な気持ちで
応募したのです
が、予習・復習
など結構大変な
気もします。
　しかし、教室で生徒さんと一緒に学習す
ることは、とても新鮮で自分の中学時代を
思い出しながら楽しんでいます。何よりク
ラスメートとして受け入れてもらっている
ことが嬉しいですね。共に学んでいく中で、
年長者として何か伝えることが出来ればと
思っています。」

　町の教育始まって以来の制度ですが、大

変好評で教育委員会は18年度の実施も継

続することを決め、受講生を募ります。

　今回の募集は平成 18 年 4月から同 10

月までの前期課程で、町内小中学校での聴

講となります。応募締め切りは2月28日

（火）までです。
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